
様式第1－1号
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使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗm－｢5~｢5~｢Z1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

’
按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に按分による支出がある場合は、領収書等の金額、

記入すること。

※

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 誌研究費･研修費･広聴嬬費･鋳謝誇爾漬･会議費･資料f賊費･資粥擴入費･犀買･事翻T費･人件費
1

内 容 リース車両の自賠責保険料

澤'3月湾 令和2年4月 1日～令和2年7月 9日 金額 1,614円

目的

使途

政務活動

県政との

関連性

く､両貝収書貝白1可ｲギジ

別紙のとおり

自賠責保園斗総額25,830円（2018年7月9日～2020年7月9日までの24月分）

今回請ｵ謝象金額25,830円×3／24月×1／2＝1,614円
一

９
型

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

3,228 円

按分率(b)

1／2

％

以4万{口畢j貢茎山頁貝（aハUノ

1,614円



平成22年4月1日の保険法の施行および自動車損害賠偶保障法の一部改正に伴う自賠貴保険における主な変更点をお知らせします。

■｢自動車損害賠償責任保険普通保険約款｣の改定について
平刷ZZ年4月1日以降保険始期のご契約より自賠貴保険の約款を一部改定しています｡なお､平成22年3月31日以前保険始期のご契約で左

っても､平成2Z年4月1日以降発生の事故については､改定後の内容に基づいて取り扱います。
｜ ＜主な改定内容＞
I 波保険者が保険金謂求を行う墹合､必要となる謡類をご提出いただく等､必要な手綱きを完了した日からその日を含めて30日以内に､引受保険

I 会社は､保険金を支払うために必要な事項の確認を終えて保険金をお支払いします｡(特別な照会または稠査が不可欠な場合には､引受保険会社

I は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知し､約款に定める日数までに保険金をお支払いします｡）

｜■時効の改正について
I 平成ZZ年4月1日以降発生の事故について､保険法および自動車損害賠償保障法における保険金等の滑求権の時効が2年からヨ年に改正され

I ています。
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■白賠貢保険(自動車損害賠償責任保険)の概要 、
自動車の運行によって他人を負闘させたり､死亡させたりしたために､被保険者(保険の楠償を受けられる方､具体的には保有者※または運転者）
損害賠償貴任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします｡(人身事故に限ります｡）

※保有者には､レンタカーを借りて使用する人､友人の車を借りて使用する人なども含まれます。

■保険金等のお支払い内容
自賠買保険の保険金等は､迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために､国土交通大臣および内閣総理大臣により｢支払基翠｣が定められてい

す。

平成30年5月22日稼
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自動車損害賠償責任保険証明書
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設高1ZObH

伸経系統･稠神･胸腹部臓器に著しい陣害
な場合

常時介硬のとき:最高4‘000万円
随時介硬のとき:最高3′000万円
隣遺障菩の程度により

第1級:隈高3,000万円～
第14級:最高75万円

最高3′000万円

屠冨1フ0万円

郡p ■~｡

■事故時のご対応および保険金等のご請求
画故を起こしたときは､まず､けが人の救霊に努め､それとともに必ず警察に届け出てください｡また､被害者と加害者､自賠函保険証明雷番号など
故のあらましを遅滞なく引受保険会社に届け出てください。

自賠貴保険への鬮求は､被保険者(加害者)だけでなく彼害者からも行うことができます｡また､本滑求のほか､仮渡金の制度があります｡保険金等のi

求に必要な雪類や手統きの詳細につきましては､引受保険会社にご相談ください。

（裏面もご覧ください）
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東京海上日動火災保険株式会社
東京都千代田区丸の内1－2－1
営業時間平日9～17時
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保険期倒
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雑
上記保険料を領収いたしました。
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ホームページアドレス(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/)
複製脇このため、証明書の背景に文字を印字しています。
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損害の範囲

傷害による損害 治療関係買､文書料､休業損害､慰謝料

後遺障害による損害

Ｌ
●

Ｅ
Ｃ

逸失利益､慰謝料等

死亡による損害 葬儀頁､逸失利益､慰謝料(本人および遺族）

死亡するまでの傷害による損害 (鰯害による損害の場合と同じ）



様式第1－1号

使途項目 サーチキー，
支出証拠書

｢7Tﾗｰ｢引一E~｢UTn
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

I

I

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

整理番号 4－2

決
裁 会派代表者 勘 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研罐･研修費｡"蝋広報費･要識樵鯛順･会議費･資洲鰔費｡綱迩費‘難費･g"f費.人仲賓

内 容
Ｏ
ｐ 戸孑'1 ツ

ｰ

仏8

チプン 鰄読
年月 日 ,宇細年卒 日-鞠z年4月 日 金 額 ／易3ク 円

目的 鮮従､ ｰﾉ貢憤勢'ご )詞泌'蔵報"膜
使途 1α/間7月－ 1。ン茅も月釧躯銃糾
政務活動。

県政との

関連性

j舟獅<，＃塩'爾勿γ閼報γ‘崎し放
偽1月久ぞ秀'雀7承0

第ｬ維一芹 グ）

按分の理由
… ■ 一 H-一■=

動にかかる

領収書金額(a)

/､230 円

9

1 安分率(b)

。 ／′
－

/O0 %

政務活動費支出額(a×b)

.／2うっ 円
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ご利用明細票
一一拝■画一一伸一．ｰ --一 ・ . --- 今- - - 1巳Lu 郵便振替をご利用のお客様へ 2019年3月15日

「Wedge」 継続申込用振込用紙

現契約終了号 2019年6月号

新契約開始号と冊数2019年7月号から12冊

購読料金 4,920円
t重覆舞童室睾箪簿･

■■■■■■購読者番号

まもなくご購読期間が終了いたします。ご継続はこの振込用紙にてお手続きいただきますようお願い
申し上げます。

本状と行き違いに購読料金をお支払い頂いておりましたら、失礼の程深くお詫び申し上げます。
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ウェッジ定期購読係

〒101-0052

東京都千代田区神田小川町

NBF小川町ビルディング3階
TELO120-34-3746

FAXO3-3804-1061

平日10:00～17:00
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振替受付票

払込みの証拠と
なるものです力‘
ら大切に保存し
て下さい。
料金には、消費
税等が含まれて
います。
(ゆうちよ銀行）

入金額 ＊5，000
おつり ＊80

はじめての投資信託を

ゆうちよが応援します！
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様式第1－1号

使途項目 サーチキー

糒笥一前ﾕ、 支出証拠書
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

整理番号 4－3

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･脚腕潮費･野識悌緬順･会議費･資料1月j漬･資職･謝資･事獅了費･人件費

内 容
じ
げ 汽孑'l 『湯和'盾報」 踊読

年月 日 会ゎﾉ年【0月 日一ら和2年 ゾ 月 日 金 額
／3ク先

円

目的 混凍,測放ﾈ峨衞勢に'割”煽報慨
使途 /"'l節｢'14 へ／ ﾉらﾏ

＝

2牙 州八噸読料
政務活動・

県政との

関連性 獅肌職興鰯辨ﾙ暇『凸

表虜署〃

く領収割占付枠＞
1'/痔8ルュ"ｱ′‘'峠z…皐辨”易州‘い,ｫ‘

を今鰄毒

今回‘手 災弘
乙〆

ﾕ。”鼎

齢和蒋開殉職）

4月 ハ 7恥州飛翔fツ

齢勃稗『備縦ノ
27,効0月 一 〃､7fD月 ＝

砂回請礎ノ
/3‘?”〃

I

、

〃

按分の理由

全て政務活動にかかる

iものである← 」

領収書金額(a)

/j､7〃円

按分率(b)

／・

(O.0%

政務活動費支出額(a×b)

/47駒 円



毎度ご利用いただきありがとうございます

請求書！

’『 冒需需霧調 2019年8月26日

株式会社

岡本まもる事務所様

I

ご請求金額￥27,500三

亀松磐田信用金腿
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上記の通りご請求申し上げますのでお引き合わせの上、お支払願いますb

※尚、誠に恐縮ではございますが、振込手数料は御社御負担にてお願い申し上げますb
＜お振込先＞浜松磐田信用金庫本店営業部普通預金876982 <口座名義＞

浜松磐田信用金庫葵町支店 普通預金5025801 株式会社浜情出版【力)ハマジヨウシユツパン】

遠州信用金庫 本店営業部普通預金1 181673
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適 用 金額 備 考

月刊「浜松情報」年間購読料 ￥25,000

(2019年10月～2020年9月）

消費税 ￥2,500

￥27,500f聯晩潔卑声納
付につき浜松西

税務署承認済



様式第1－1号

使途項目 サーチキー 1支出証拠書
一

（会派名･議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

1 口 ー 一

〃 口三

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理番号 9す

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調鋼究費.研修費.広卿報費.蕊識際稲順会議費・資料I賊費･繩發･檮務費･調娚T費･人件費

内 容 燕強煽割鮒易読瀞
年月 日 /締|年ﾉﾕ月が坪成年 月 日 金 額‘

J●

／87" 円

目的 形〃ﾉr力縦嚇読淘
使途 鯛薪料 「

ユグ／笏 '一
ユグ

zP/e"-ノ錨受私
政務活動・

県政との

関連性

』ぅ〆z於鈎憤繩r捕砂ｼ 号彫rﾗ物に躯も‘グ
／ 、

＝■■､

増
屯
？
ム
リ
武

弧
域
曙

｜
ロ
ロ
叱
回
『
葛
心
遁

按分の理由

全て政務活動にかかる
ものである。

領収書金額(a)

/ゴク”円

I安分率(b)

／

, /OO
今■ー

I

％

政務活動費支出額(a×b)

が，



様式第1－2号

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会善）

｢ﾗｰ｢7W-F~｢5~m
(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・岡本護）

よる支出がある場合は、按分の理由、領収書 の金額、按分率及び政務活動費の支出籠

ぞれ該当欄に記入すること。

鑿理番号 4－4

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 顧罰調･研修費

内 容 日産労連NPOセンター「ゆうらいふ21」会費

年月 日 令和元年7月 日～令和2年6月 日 金 額 A2〃円

会の趣旨．

目 的

心身にハンディキャップを持った人とともに、文化・芸術活動を通じ「心の豊かさ」を育み､‘

広く社会に対し、障がい者への理解を深めるための啓蒙、交流促進事業を行い、 日本における社会

福祉の向上に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

①保健、医療または福祉の増進を図る活動 ②社会教育の推進を図る活動

③学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

④子供の健全教育を図る活動 ⑤各NPOの連絡・助言・援助の活動

政務活動．

県政との

関連性

団体での会合や各種活動等を通じ、広範囲な意見を聴取し、議会での質問等政務活動に

反映させる。

く領収書貼付枠＞

;％

ZO/ｱ年/0月ﾉ≦〃/陣7月～〃z"輪月矛勅7ｹ〃G〃州)を

瀞清み （注)当該茎人の隷城'ず鱗7月ﾉ日～翌年伽｡日

今伽窃; 2"zl"4月～胴の〃β分を請淘3。

(2･/脚'，月賊鵜) (zb碑ﾉﾀ月謝蝿) (細請噸）
よ/蛇円 一 よ『"" = /{Z〃円

L> 卑鰭〃'｡〃 ﾁ徽秤ズセ円

添付書類:同葎あ頚I･事業概要.その他( )

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

/(2M 円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

/<28〃 円



様式第1－2号

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

｢7T7TI1-[U~｢5TIJ
(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・岡本 護）

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

轄理番号

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 顧罰莞笥･研修費

内 容 日産労連NPOセンター「ゆうらいふ21」会費

年月 日 令和元年10月 3日～平成年 月 日 金 額 辨平 円

会の趣旨.

目 的

心身にハンディキャップを持った人とともに、文化・芸術活動を通じ「心の豊かさ」を育み、

広く社会に対し、障がい者への理解を深めるための啓蒙、交流促進事業を行い、 日本における社会

福祉の向上に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

①保健、医療または福祉の増進を図る活動 ②社会教育の推進を図る活動

③学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

の千世の健全封舂券函Z,涯雷h 侭)f-N~pnの撞控．助三．繧日ﾅ,のｼ壬司，

政務活動

県政との

関連性

団体での会合や各種活動等を通じ、広範囲な意見を聴取し､議会での質問等政務活動に

反映させる。
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／

定 款

特定非営利活動法人

日産労連NPOセンター「ゆうらいふ21」
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特定非営利活動法人日産労連NPOセンター「ゆうらいふ21」定款

第1章総則

（名称）

この法人は、特定非営利活動法人日産労連NPOセンター「ゆうらいふ21」とい

う。

第1条

第2条 （事務所） ‐

この法人は、主たる事務所を東京都港区海岸1丁目4番26号に置く。

第2章目的および事業

第3条 （目的）

この法人は、相互扶助の精神にのっとり、心身にハンディキャップを持った人とと

もに､ ,文化・芸術活動を通じ「心の豊かさ」を育み、広く社会に対し、障がい者へ

の理解を深めるための啓蒙、交流促進事業を行い、 日本における社会福祉の向上に

寄与することを目的とする。

第4条 （特定非営利活動の種類）

この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行

う。

（1）保健、医療または福祉の増進を図る活動

（2）社会教育の推進を図る活動

（3）学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

（4）子供の健全教育を図る活動

（5）各NPOの連絡・助言・援助の活動

第5条 （事業）

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）特定非営利活動に係る事業

①社会福祉施設・団体を対象とした文化芸術イベントへの招待および訪問事業

②社会福祉に関する研究・調査、情報収集およびボランティア活動の支援・育成、

情報提供事業
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③社会福祉施設・団体に対する支援事業

④文化芸術活動者・団体の社会福祉活動に対する支援事業 ．

⑤社会福祉活動の啓発および広報事業

⑥NPOや諸団体との連携と情報交換事業

（2）その他の事業

①社会福祉の向上に向けた講師派遣事業

②バザー・チャリティーイベントの開催

2．前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものと

し、利益を生じた場合は､同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章
《
垂 員

第6条 （種別）

この法人の会員は､次の4種どし､正会員をもって特定非営利活動促進法(以下｢法」

という）上の社員とする。

（1）個人正会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動および事業を

推進する個人｡総会で表決権を有する会員

（2）団体正会員 この法人の目的に賛同し､この法人の活動および事業を

推進する団体。総会で表決権を有する会員

(3)サポート個人会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する個

人会員

（4）サポート団体会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する団

体会員

第7条 （入会）

会員の入会については、特に条件を定めない。

2．会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事

長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければな

らない。

3．理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも

って本人および企業・団体にその旨を通知しなければならない。

第8条 （会費）

会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条 （会員の資格の喪失）

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

－3‐



ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３
４

く
く
く
く

退会届の提出をしたとき

本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき

正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき

除名されたとき

第10条（退会）

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することがで

きる。0F

第11条（除名）

会員が次の各号の－に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名

することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけ

ればならない。

（1）この定款等に違反したとき

（2）この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第12条(拠出金品の不返還）
凸

既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第4章役員および職員

第13条（種別および定数）

この法人に次の役員を置く。

（1）理事 ： 10人以上

（2）監事 2人

2．理事のうち1人の理事長、 1人の専務理事を置く。なお、必要に応じて理事のうち、

副理事長を若干名、常務理事を1人置くことができる。

3． この法人は、顧問と運営上の相談役として、アドバイザーを置くことができる。

第14条（選任等）

理事は、総会において正会員の中から選任する。

2．監事は、総会において正会員の中から選任する。

3．理事長、副理事長および専務理事、常務理事は、理事の互選とする。

4．役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族

が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族

が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5．監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
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第15条（職務）

理事長は、この法人を代表し、その業務を統轄する｡

2．副理事長、専務理事または常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときま

たは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務

を代行する。

3．理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人

の業務を執行する。

4．監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること

（2）この法人の財産の状況を監査すること

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為ま

たは法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には､こ

れを総会または所轄庁に報告すること

（4）前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること

（5）理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

若しくは理事会の招集を請求すること

第16条（任期等）

役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2．補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または

現任者の任期の残存期間とする。

3｡前2項の規定にかかわらず､,任期満了前に、総会において後任の役員が選任された

場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が

選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸

長する。

4．役員は、辞任または任期満了後においても､後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。

第17条（欠員補充）

理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。

第18条（解任）

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事､､監事は総会の議決により、

これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機

会を与えなければならない。

（1）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
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第19条（報酬等）

役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2．役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

8．前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第20条（事務局および職員）

この法人に､事務を処理するため事務局を設け､事務局長および必要な職員を置く6

2，事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。

3．事務局の組織および運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に

定める。

第5章総
《
室

第21条（種別） ・
●

この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

第22条（構成）

総会は、正会員をもって構成する。

第23条（権能）

総会は、以下の事項について議決する6

（1）定款の変更

（2）解散

（3）合併

（4）理事､監事の選任または解任、職務及び報酬

（5）その他運営に関する重要事項

第24条（開催）

通常総会は、毎年1回開催する。開催の時期は、毎年。

・する。

2．臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

（2）正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事

毎年事

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事

業年度終了後3ヵ月以内と

項を記載した書面をもって

招集の請求があったとき

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

第25条（招集）
、
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総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2.理事長は、第24条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、そ

の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3．総会を招集するときは､会議の日時、場所、 目的および審議事項を記載した書面を

もって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第26条（議長）

総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から選出する。

第27条（定足数）

総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第28条（議決）

総会における議決事項は､第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と

する。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意

があった場合は、この限りではない。

2．総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条（表決権等）

各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2．やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項

について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任するこ

とができる。

3．前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2

号および第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4．総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる

ことができない。

第30条(議事録）

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時および場所

（2）正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、

その数を付記すること）

（3）審議事項 一

（4）議事の経過の概要および議決の結果

．(5)議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には､議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、

押印しなければならない。
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第6章理事会

第31条（構成）

理事会は、理事をもって構成する。

第32条（権能）

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項

（3）事業計画および活動予算並びにその変更

（4）事業報告および活動決算

（5）会費の額

（6）借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条に

おいて同じ）その他新たな義務の負担および権利の放棄

（7）事務局の組織および運営に関する事項

（8）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第33条（開催）

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき

（2）理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招

集の請求があったとき

（3）第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

第34条（招集)

理事会は、理事長が招集する。

2．理事長は、第33条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日か

ら14日以内に理事会を招集しなければならない。

3．理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的および審議事項を記載した書面

をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第3､5条（議長） ，

理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。

第36条（議決）

理事会における議決事項は､第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項

とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意

があった場合は、この限りではない。
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2．理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

第37条（表決権等）

各理事の表決権は、平等なるものとする。

2．やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項

について書面をもって表決することができる。

3．前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会

に出席したものとみなす。

4．理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる

ことができない。

〆

第38条（議事録）

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時および場所

（2）理事総数、出席者数および出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記す

ること）

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要および議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には､議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、

押印しなければならない。

第7章資産および会計

ﾛ

第39条（資産の構成）

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立当初の財産目録に記載された資産

（2）会費

（3）寄付金品

（4）助成金

（5）財産から生じる収益

． （6）事業に伴う収益

（7）その他の収益

I

第40条（資産の区分）

削除
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第41条（資産の管理）

この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別

に定める。

第42条（会計の原則）

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第43条（会計の区分）

この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計およびそ

の他の事業に関する会計の2種とする。

第44条（事業計画および予算）

この法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決

を経なければならない。

第45条（暫定予算）

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事

長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を

講じることができる。

2．前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第46条（予備費の設定および使用）

削除

第47条（予算の追加および変更）

予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の

追加または変更をすることができる。

第48条（事業報告および決算）

この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事

会の議決を経なければならない。

2．決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第49条（事業年度）

この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

第50条（臨機の措置）

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、ま
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たは権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章定款の変更、解散および合併

第51条（定款の変更）

この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上

・ の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所

轄庁の認証を得なければならない。

2． この法人の定款を変更（前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項

を除く｡）したときは、所轄庁に届け出なければならない。

第52条（解散）

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決議

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3）正会員の欠亡

（4）合併

（5）破産

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の

承諾を得なければならない。

3．第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第53条（残余財産の帰属）

この法人が解散（合併または破産による解散を除く）したときに残存する財産は、

法第11条第3項に掲げる法人のうち､総会において議決された者に譲渡するものと

する。

第54条（合併） ゞ

この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議

決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章公告の方法

第55条（公告の方法） ‘

、この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

‐11‐



ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人

のホームページにおいて行う。

第10章 雑則

第56条（細則）

この定款の施行について必要な細則は、

る。

理事会の議決を経て、理事長がこれを定め

附則

1． この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

長
事
事
事

事
塞
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同

理
専
理
監

ｊ

エ
順

郎
孝
寧
力
仁
好
平
寛
啓
章
樹
子
一
馨
幸
一
生
隆
彦
二
音

ナ
典
浩
和
直
美
良
弘
普
通
正
治
良
十

浩
口
由
五

原
間
崎
田
岡
司
林
崎
尾
木
井
花
口
村
野
下
好
村
羽
田
※

西
本
石
太
神
郡
小
杉
高
高
竹
立
澗
田
牧
宮
三
吉
赤
下
く

第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日かこの法人の設立当初の役員の任期は、

ら平成17年8月31日までとする。

3．

－12‐



4． この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立

総会の定めるところによるものとする。

5． この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成1

7年6月30日までとする。

この法人の設立当初の会費は、

（1）個人正会員

（2）団体正会員

（3）個人サポート会員

（4）団体サポート会員

第8条の規定にかかわらず、次に指

′ 年会費 5,000円

年会費/n lO,000円

次に掲げる額とする。6．

1,200:円
型

5，000円

年会費

年会費／口

附則 この定款は、

この定款は、

この定款は、

この定款は、

この定款は、

平成24年8月31日から施行する。

平成26年12月25日から施行する。

平成28年2月 2日から施行する。

平成30年9月12日から施行する。

平成31年1月29日から施行する。

0

（

、

‐13‐



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗEm-｢UT5TIJ
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

轄理番号 4 ー ぷ

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･顧諏報費･霧禰挿轆轤･会議費･資料I賊費･資料購入費･事務費･属覇胃･人件費

内 容 来客用駐車場賃料（ ゲ月分）

年月 日 令和z年昼月ぅ/日~令和
h

年 月 日 金 額 3,165円

目的 ､政務活動用の来客駐車場の賃借

使途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

' 1

ト
| ，

20-03=31 ' 2001 ノ "mjl粥■■■■車
ーﾛ､音二岩里ゴテロ ･ ~.｡~ 一一F 一一一や ｡■ ･ 6 一・-－－9 －8 －･ - ﾛ■ 一 一一一 一= ｡－‐ L ､一一一 U･ -

20=03-31 ' 2001 〆 聯330振込手数料 ’

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

6,330円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

3, 165 円



様式第1－1号

使途項目 ｻｰﾁｷｰ 支出証拠書
｢7Wn-F~｢5F1

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）
F

欝騨鯉繁 蚤冨諜E堂 ,副綴喜評端
雪雲.雪つ函ｷー イ評つ ・ ・
= ・蝿一今呂ロ、謡＝D
＜ ：…竜． 工口二.一

I ． .届を、】 ・唾4 毎T-
→ >q+Hf

芦
鎚
、
ヨ
斜

三廷
, I

Ⅱ

ⅢⅢ
や
《
出
一

口
、
ロ
刑
Ⅲ
割
引
剖
司
画

一
い
》
、
鼻
ロ
（
垂
”

雪
ご
〕
、
。
、

心
醜
叶
峠
耕
一
ロ

’

が
ダ
ー
ケ

’ 2020年04月0朧’

|
胃算NO.000134

つ「
かロ JL

日(zk) 09:n':
日（水） 11『34

800FEＩ
ｉ
Ｉ
Ⅱ
９
１
１
１
１

磯合計

現金領収無
料弔百、

よる支出がある場合は、領収書等の令龍 更てﾉ”活罰]書の麦出籠

記入すること。

｝

整理番号 孝一､6

決
裁 会派代表者 縦識 ② 経理担当者

経費項目 嗣霜･研修費・広卿報費･蕊調靜翻費．》 ･資紺罐･"朧入費･事務費.燕 ･人件費

内 ． 容 県庁にて調査

年月 日 令和Z年？月／日~令和 年 月日 金 額 :夕鋪汐 円

目的

該当項目に丸則
部局事業ヒアリング･地元要望活動･会派内調整打合せ･政務活動資料の整理

･使途

該当項目に丸印）
9交通費・宿泊費0駐車料 ジガーパ、

》 1オ

ﾛ ■

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

‘ 両毒・安貝云寺真向Uﾉ/こめ、閏1禾首ly可の争耒・・±安力也束寺往碓冒芯す勺。

Q地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。
。 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

Q
6

議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

。 会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整.集約を行う.。

按分の理由

全て政務活動にかかる

も･のである。 ．

領収書金額(a)

倉含脚 円

按分率(b)

／

100 ‘％

政務活動費支出額(a×b)

女鋪汐 円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7W－｢ml
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本 護）

rfI態蕊
※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。 ．

整理番号 ￥－7

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 識間形蹟･研彦費．騒 ･野識儒櫛曠 ･会議費,資剛城費･資糊鷺入費･殿･調婦漬･人件費

内 容 〉獅郭告<"'/33)'1望ﾉ"
年月 日 恥2年シ月ユ日-姉1年 月 日 金 額

／〃兇ｸ合ノ

円

目的 涌鍬弗参側/38ﾉ抑lZifナ
使途 ク

関連性

談鰄鍬嚇〈ｸ”省略膨肯罪廠‘
劇か矛舜,乙移奴マ

按分の理由

全て政務活動にかかる
､ ■

ものである。

領収書金額(a)

／ク Sぢ夕丘円

按分率(b)

／

，〃グ％

政 秀活動費支出額(a×b)

/α写ﾏタクダ 円
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1

1
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¥15,150
¥1,377）

￥0

240通
¥18,653
¥1,695）

￥0
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¥18,800
¥1,709)

￥0

郵便物引受合

灘鍔： ’

鮒
お預り金額

細り

¥15,15I
¥20,000
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第一種定形 14.0g
@84 58通 ¥4,872

小計 ￥4,872

I

第一種定形
@84 92通 ¥7,728

小計 ￥7,728
I

計通数

鍵毒
193通

¥14,089
¥1,280)

￥0

計通数 197通
¥15,019
¥1,365）

¥O

計通数 310通
¥23,642
¥2,149）

¥O

I

舗 洲：お預り金額
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舗
お預り金額

椚つI）

¥15,011
¥20,020舗 ￥23,642，

お預り金額 ￥23,645

細リ ￥3

1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
鷺!!l i !II 株式会社

2－3－1
2日10:48
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和
議
”
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諦
蕊 絡

株式会社
2－3－1

2日9:56

"N4]箱0』

：芳川郵便局
TEL:053-461-9881

先：浜松早出郵便局
TEL:053-466-0751

｜

l
i

：浜松曳馬郵便）
TEL:053-471-9832

吏"渚： 岡本

薄噌：岡本護

吏繩：岡本護護



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗTﾗT司一同~5-回
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

1

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

鑿理番号 ムー8／

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰識儲穂謄･医霊･資料作成費･資糊鴬入費･事務費･雲婦漬･人偶賓

内 容 会派議員総会

年月 日 令和燕ゲ月
3日～令和 年 月 日

屯
金 額 ざ~ｸゲヴ 円

目的 会派議員総会

使途 交通費 ．

政務活動．

県政との

関連性

会派議員間の意見調整を図り、議会への対応や県政施策向上に反映させる。

く領収琴占付枠＞

回数券6枚中の‘～6枚目を使用

(12,540円÷6枚×2枚＝4,180円）

Lウ
ず

I ﾛ

グ

‘ －竿

尋 誌
｡ ，〔クレジット抑'〕、 ≦

賭A商品 ‘･JR棄車謙穎 JR

鑑鮭職磯一
静岡M - -

鬮岡
〃

t

［

~

－2蝿イテ 50138-01
､ 可

～い , 中
R

■

おおいしパーキング

様 令頁叫又言正

● 1 0．

1 hkR罰fR

更私渚

A精算No.000083
車室番号（自動車） 23
入庫時刻2020年4月3日（金） 12:33
‘精算時刻2020年4月3日（金） 17:25
駐車*栓 A料金 900円
＝＝=＝=＝＝ニーニーニーーーニーーー＝.三二＝

合計 900円
現金領収額 900円
お預り 1,000円
お釣り 100円

： 岡本護 またのご利用をお袖らしております。

印細耐申告紬

il"銘古副＃
淵淵患荊爵

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

含ｸ〃 円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

土で釦 円



様式第1－1号

一三

使途項目 サーチキー 書支出証拠

国

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及ひ職務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること ◎

ｰ

決
裁 会派代表者 》 闇 経理担当者 ■■

7 7 0 0

経費項目 願罰癩･"修費･広聴広報費･蕊調靜蹴費･会議費･資洲鰄費･資糊鴬入費･事務費･事獅債･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和ﾌｰ年ヶ月8 日～令和 年 月 日
凸

金 額 〆 《党〃 円

目的

骸当項目に丸ED
部局事業ヒアリング･地元要望活動･会派内調整打合せ･政務活動資料の整理

使途

骸当項目に丸ED
O交通費・宿泊費o駐車料

9

■

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

. 、議会。委員会等質問のため、関係部局の事業･主要施策等を確認する。
砧

O地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針｡進捗状況などを確認する。 ●

・ 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

9 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う 00

く領収琴占付枠＞

ｵﾘおいしパーキング

令頁LI又言正

車室番号（自動車）
入庫時刻
精算時刻
駐車料金

A精算No.000021
22

通

曲

2020年4月6日（月） 08:44
2020年4月6日（月） 14:30 ．

A料金 900円率“
＝ー一三一一一・-一一一一一. . .
． . ｡ － －．－－＝ー： 7 ． ． ． ： ．

■

I
久

円

円

円

円

０
０
０
０

０
０
０
０

９
９
０
１

Ｐ
１

額叉Ｉ
計
領
り
り

金
預
釣

合
現
お
一

敦たのご利用をお待ちしておIJ3ﾐす‘

一

按分の理由
6

全て政務活動にかかる

ものである。 ．

領収書金額(a)

<-'〃 円

－ －

I 安分星 E(b)

／

100 ．％

政務活動費支出額(a×b)

兵〃 円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7m-｢FTrrn
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

＞

ン/ｸ月～1〃弥〆”1．ユク

卦
１
１
１

鵬
畢
罫
旺
肩
町

Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ

下
Ｋ
主
詐
誰
韮
鎭
架
歪

胃分による支出がある場合は、領収書堂等の金纈 67N耐 更出離

記入すること。

整理番号 4－／0

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･広卿潮費･舗熊顎擴･会議費･資料桐蝦繩･謝費･調銅漬･人件費

内 容 妙ﾉジ關読料 塊

年月 日 会わ2年7月日弓ら和3年6月 日 金 額 グヅ〃 円

目的 下
”ソ･」生糊鑪號 ノーよ3 ﾉ繊備勢に閣弼備讓催

使途 今知z与7月 ～ 牌”与州の諺読料

関連性

7娠辮1・ ﾉ鋤，情維“し
割孜,c号施の協弥｢迄為L7

口
器

一
個
蕊

眺
華
剛
撫
婆

Ｃ
配
側
・
呼
一
ハ
蕊
絹
劇
穏

町
飾
騨
愚

碗
Ｃ
ｏ
ｏ
ご
【
門
ひ
く

湘
凹
錨

ト
、
め
め
則

田
騨
畳
穐

､0

ロ
ー
マ
ロ
ー
“
ロ

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

､j､彫り円

按分率(b)

／

/oO%

政務活動費支出額(a×b)

37〃 円



2020年3月13日郵便振替をご利用のお客様へ

「Wedge」 継続申込用振込用紙

現契約終了号 2020年6月号

新契約開始号と柵数理鶚謡迄要冊購読料金

購読者番号 一一■■■
まもなくご購読期間が終了いたします。ご継続はこの振込用紙にてお手続きいただきますようお願い
申し上げます。

本状と行き違いに購読料金をお支払い頂いておりましたら、失礼の程深くお詫び申し上げます。

〒433-8123

静岡県浜松市幸2－16－3

ウェッジ定期購読係

〒101-0052

東京都千代田区神田小川町

NBF小川町ビルディング3階

TELO120-34-3746

FAXO3-3804-1061

平日10:00～17:00

岡本護様
1－3－1

■■■■■ 00075#

｢コンビニエンスストア｣または｢ゆうちよ銀行･郵便局｣からのお支払い
(お支払いは、下部の専用用紙で最寄のゆうちよ銀行郵便局､または､下記のコンビニエンスストアにてお願いいたします。
本状到着後、2週間以内にお払い込みくださるようお願い申し上げます｡) P.75



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

画一[5~｢5T51
害

証票35,215 円

1／2

』－0 ％
よる支出がある場舎 考画1書の語

記入すること。

薬理番号 牟一／／

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰謙饒働費･会議費･資料ｲ械費･資料購入費･偉謂･事翻f費･人仲賓

内 容 自動車リース料（ ゲ 月分）

年月 日 令和 2年 ゲ月6
日～令和 年 月 日 金 額 17,607円

目的 政務活動用自動車のリース

使途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞
ｐ
５
１
１
斗
司
り

ｇ
ｆ
ｌ 02-"-051訓"･万ｲﾅｺｽ ’ 42,589 ’

月額42,689円のうち､任意保険対象外経費を除いた35,215円に按分率1／2を乗じた17,607円を
請求する ◎

政務活動費支出額(a×b)

17,607円



様式第1－1号

使途項目 ｻｰﾁｷｰ 支出証拠書
｢ﾗTﾗT司一｢5~｢5TZ1

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

鑿理番号 単一／2

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調郵f究費･研修費. 広聴広報費･需繍誇働費･臣謂･資料I鰄費･資料開へ費・事務費･事務所費･人件費

内 容 会派議員総会

年月 日 令和 、
↑年7 月／け日～令和 年 月 日 金 額 §ﾌ，〃〃

円

目的 会派議員総会

使途 交通費

関連性

会派議員間の意見調整を図り、議会への対応や県政施策向上に反映させる。

く領収謹占付枠＞

回数券6枚中の;~4枚目を使用
(12,540円÷6枚×2枚＝4,180円）

灘者_:岡本 護

ﾛ

h
F

l

’
1

ゥ

評

今
奔

一
己

領1収
あ 色

鏡
ipt

日

室
白

Ⅱ

ラーキ
2020.-3､30

邦
様

ザ

。 ￥12，540(瀧鑛込み） ．“

Ⅱ

I

〔クレジット柳1J ’ －．で ”

． 鯖A商品 JR棄車纈JRti -cketS. r:

:職羅牒蝋: 匝蕊篭fI鮒、申告

浜松M. 4勺

"XMMMV8漁イテ . ･30098-01
〆 4

b■

おおいしパーキング

令頁上'又言正

A精算No･OOOOOO
車室番号（自動車） 19

． 1入庫時刻2020年4月1.C日（金) 08:07
精算時刻2020年4月10日（金） 15:33
駐車料金 A料金 900円

合計 900円
現金領収額 900円
お預り 1,000円
お釣j I 100円

I

｜ またぬご利' '1をお待ちしております．
’

、

#陶銘鑪輔
税務署承認済

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

§~z';" 円

安分量 E(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

よ‐汐〃 円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢7Tg~m-｢UT5~｢51

雪
一
ヨ

（会派名･議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

轄理番号 4－/3

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調部暁費･研修費･広獅報費･雰談瀞鋤費･会議費･資料絹鑛･資料購入費･扉胃･謡銅漬･人件費

内 容 事務所NTT琴舌使用料(明調扮）

年月 日 令和1年タ月／ｼ日~令和 年月 日 金 額 /ダジプ円

目的 政務活動上の通信用

使途

関連性

枠＞

閏
…
…
に
鴉
発
哩
小
昼
§
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。
埋
二
拙
二
和
御
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瓠
毛
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出
ｏ
函
。
因

×
八
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侭
ｎ
ｓ
Ｓ
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僻
巨
埋
穏！

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

､了?-”円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

メダ“ 円
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NTTファイナンス株式会社
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::鑓鐸:鐸:患挺剰金ｾｯﾀ蜜:W: …' l､":-: : !, {*､ ;@･ '""J'.f.
舗間蕊薙0."I○謡31335f5職》α"fl)
郡還砿】渉急紳蕪乳溌秘細;誌錐蕊"
鎧醗迩箔古罵市凍区東郷号,1;4-i:班"､:：
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日頃、NTTファイナンスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。一＝ ． － ‐ ‐些一， ,､ー…詞一二 ＋､士+, ､ ､甘Rn日士詞,デ画商冒口誌の慢所7，括古ｵﾉ､ぃ存お願いします。 ( 1/ 3ページ）

*** NTTグループ各社ご請求金額

NTT西日本分ご請求額

（合計）

＊＊＊

3， 887円

3， 887円詳細については、 「ご請求内訳」をご覧ください。

*** NTTファイナンスからのお知らせ＊＊＊

奇数月のご請求額が5, OOO円未満の場合は、翌月分の偶数月に2ヶ月まとめてご請求しております。
各月の料金は「ご請求内訳」をご覧ください。
※複数回線まとめてのご請求や、料金回収代行サービスをご利用の場合等は、毎月ご請求しております。

***NTT西日本からのお知らせ＊＊＊

フレッツ光の割引サービス（光もっともっと割、Web光もっともっと割、ど－んと割、ど－んと学割、光はじめ割）は割引契約
期間満了時に契約が自動延伸されます。自動延伸をご希望されない場合はNTT西日本へご連絡が必要です。
割引適用期間中（自動延伸後を含む）に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。
なお、割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。
詳しくはNTT西日本フレッツ公式サイトniftP://f l ets-wcom/war i/]でご確認ください。

dhtW:MMM"teRMaW:MIEMESIdh63bdidbs6BSEHaVeriien(est･､nancial-ipn'apostof!金融機関、ゆうちよ銀行，郵便局、 ドコモショップへ払い込みをお願いいたします。Cutoffthe5IipbEIowanduseitwhenpayln9thechar9esatoneofou｢desi9natedconvenIen〔esto｢es,afinandal inSUtuUon,apostoffにe,adocomoshop.

お客様電詰誉宕寺
(BILLINGNuMBER)

お 客 様 番 号
Irl lくTOMFRNUMBER）

請 求 年 月
(MoNTHOF IssuE)

句戸 一

閏

ご~請一_求金額: ‘ ‘
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:, " - " , (DUEDATE)
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3ページ）（ 2/-

Iご請求内訳 (お客様番号

〔鶉諜も溌苛吟ｽ提供事業者が〕求 内 ．‘訳、 等 詳 細
DETAILSOFCHARGE BREAKDOWN

内訳金額(円）
､･MAMOUNT(YEN)

一
輻

溌潔灘縫篭蕊鑿蝋灘蝋灘繁識驚識蕊謡溌溌鶴
回線使用料く基本料〉 （住宅用） 鱗 ：＆ 』: ・

輔撒蕊蕊蕊蕊蟻蕊藤蕊溌蕊蕊

灘

耀
毒
蕊

轆
騨
呂
》
鼻

煙
戦》 溌篭

痔
２
－

権
私
悪溌

月21日宗3．月20日です。 = =｡ ｣ b｣C h

蕊難溌溌蕊溌蕊溌蕊謹簿塗篭職 ;蕊議(灘鴬溌
合､、 192円となります。 ’ ’ 、

識謹蕊議塞蕊癖蝋蕊蕊職蕊灘譲溌識蕊蕊議競
ユニバーサルサ悪ビス料－ ． ‐ ‐. ‐ 1番号分のご請求となります。 ゞ 、羅舞舞辱蕊
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様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7IHZ同一｢5T5TEJ
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

…
※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費・圃鉱報費･霧赫鞠鋤費･会議費･資料侑戎費･資料購入費･蔭霧買･事務所費･人件費

内 容 インターネット接続料（”分）

年月 日 令和ヌノ年f月／3日~令和 年 月 日 金 額 1,639円

目的 政務活動用インターネットの接続

使途
グ

関連性

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領1又書金額(a)

1,639円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,639円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー 聿
三支出証拠

ヨ。

67KiH上る支出がある場合

記入すること。

整理番号 4－/ぷ

決
裁 会派代表者 勘 経理責任者 ⑬ 経理担当者

庁

』 8 0 0

経費項目 調査研究費.研修費｡広聴広報費.雷識鰐鋤費･会議費･資糾乍成費･資粥擴入費･事務費･匿邇園･人件費

内 容 事務所水道料金

年月 日 令和 Z 年ヶ月ﾉ『日 ～令和 年 月 日 金額 〃2／ 円

目的

b

政務活動 事務所の水道料金

使途

政務活動．

県政と

関連

の
性

く領収書貼付枠＞

‐
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‐
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ｌ
０
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１
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ｌ
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４
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ｌ
ｐ
Ⅱ
ｌ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｒ
ｌ

Ｉ
■
０
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Ⅲ
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の理由

で按分

領収書金額(a)

ｱz" 円

按分率(b)

15.3㎡/160.85nf

U ％

政務活動費支出額(a×b)

〃『／ 円



様式第1－1号

嶢婁同一 ｻｰﾁｷー 支出証拠書
m詞一回Tm

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本 護）

･ 』、 .｛
』

94

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理番号 4－/6

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 調劃冊究費･研修費･広卿報費･蠕獅鞠刮曠.会議費.資料f成費.鰹I豚費.義務費.調靭漬.人桝賓

内 容 凋経ビジキス鰯読料 笏6

年月 日 会ゎ2年タ月日喝和ろ年8月 日 金 額
＞ら,ククク

円

目的 同鰯ウツ弁ｽ矛ﾉ飼砿読濟
使途 ク

関連性

‘輔'”噸鞭f考芳
胤鋤ｳ‘鍬1便聯ｲﾇ研

『ラ

く領収書貼付枠＞

按分の理由

全て政務活動にかかる
ものである。

領収書金額(a)

フーろ．"
一

ク
円

I 安分率(b)

／

/cZD %

政務活動費支 額(a×b)

＞ろ"' 円



00056917

|II"||IIIIIII||||
〒433-8123 A130130569166A
浜松市中区幸2-16-3

■

画日経

【重要】
らくら<購読コース
ご購読料金引き落としのお知らせ

岡本護様

読者番号■■■■ 2035-0 3/26

）

ご購読料金引き落としのご案内

平素は「日経ビジネス（雑誌版） 」をご購読いただき、まことにありがとうございます。厚く

お礼申しあげます。

さて、あなた様の今回のご購読期間はまもなく終了し、新しい購読期間に入ることをお知らせ

いたします。

あなた様には、 「らくら<購読コース」のご登録をいただいております。購読は自動継続とな

りますため、引き続き雑誌をお届けいたします。

ご購読の中止や購読期間の変更のお申し出がない場合は、下記の内容に基づいて購読料金をク

レジットカード会社へ請求させていただきますので、予めご了承ください。

引き続きご購読いただけますようお願い申しあげます。

株式会社日経BP

｢日経ビジネス（雑誌版） 」新しいご購読期間の内容

【お問い合わせ】

■ご契約の更新に関するお問い合わせや各種お手続き方法のご案内

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ https://nkbp.jp/bpsqa
※お客様から寄せられたよくあるご質問を掲載しております。ご購読中止のお手続きもこちらからお願いいたします。 鐘
日経BP読者サービスセンター

〒1348750 日本郵便株式会社葛西郵便局私書箱21号

本状作成日 2020年3月23日 肥 OOA4b OOOOO556

読者番号 ■■■■■■■■■■
新しいご購読期間 2020年4月20日号から1年（50冊）

ご購読料金 26, 000円（税込）

ご登録のクレジットカード

おり霞す
お支払い方法 一括払い



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢WF]一｢万｢5Tg]
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

’
車種 l

取扱番号

104004178239-64[

漣通行料金は涜蔓風早Ⅱ［
潅木利用証現書はETC¥
ス示由三弐崎.炉f,の予自

I391-551910

肖賢御幸10%対寒
曹はETC利用照会
h缶Lm壼寺

客分による支出がある場合､はゞ領収書堂等の金溌

記入すること。

整理番号 4－／7

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目c
四繩鋤修費･脚臘広報費･薦諏儲櫛媛･会議費 ，資料鰄費｡資洲櫛入費‘謝費.調婦漬.人件費

内 容
。
″通行脚(沸｢ｸ7亨雌須針〃）

年月 日 全知2年?月/7日－4和2年 月 日 金 額 今ヶ 3汐 円

目的 亜行脚(凝庁(ｼ7調凌,度針他ノ
使途 通詞料

按分の理由

全て政務活動にかがる

ものである。

領収書金額(a)

￥“〃 円

按分率(b)

／

／､〃‘ ％b

政 努活動費支出額(a×b)

牟苧jク円



1
1

様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7T§m-囮~｢5TZ1
（会派名。議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

ー－．．． .~, ' .､'四'L~､~-曙－3令rrI型汁r両足麺I‘llIw笘靜I･嘘H扉男示1,Tおります．

よる支出がある場舎

記入すること。

整理番号 与一／8

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 調罰I究費・喉

0

･励聴曄蹟･霊禰静間鱸･会議費･資料作成費･資料購入費｡事務費･匿壷園･人件費

内 容 事務所カス料金(イ月分）
■

6

年月 日 令和>年”2z日~令和 年 月 日 金額 ｱ／ 円

目的 政務活動に使用する事務所のガス料金

使途 I

■ ﾛ

政務活動，

県政との

関連性
r

F

2020年4月分クレジットカート
ご使用量

97前
領収今題

15,681 円

淵 間

3月7日～4月7日

ご使用日数 32日

凋収日 4月22日
斗金表 B

領
収
金
額
の
内
訳

早収料金(税込） 15,433円
班,早噸鐸”洲 0円

(内消費税等相当額 1,403円）
ﾘｰｽ料等(税込） 248円

ｶﾘｰｽﾛ認“躯 18円）
セツ.E割引(税込） 円

触ﾂﾄ鮒|瀬刷翻蛎 円）

按分の理由

政務活動と私用

（面樹安分）

》

領収書金額(a)

/g芯〃／円

按分率(b)

15．3㎡／160.85㎡

％DB

政務活動費支出額(a×b)

ノ牛刀 円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾜ｢ﾗZ一厘TF｢訓
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本 護）

『BIﾂ：

F晶 弔 出 一

27日

39分1

(ETCﾀﾚγﾌﾄ) ･

1 ｛ 旱6塁

取扱番長
102004-

取扱養号

AO2004-270197=

涯通行料金は消長筏二
巻本痢I田評明福吐庖･P

ｳ ■

U
； E

■
■
ｑ
ｑ
。

按分率(b)撰分の理由

全て政務活動にかかる
ものである。

領収書金額(a) 政務活動費支出額(a×b)

．ケ？§-汐円
／

/駒円 rク〃％

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､ ･按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ，

整理番号 享一／9

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目（趣 研修費.脚帥報費.蠕獅鞘甜曠.会議費･資洲賊費.資洲繍費.翰脅.調嬬漬.人件費

内 容 津患遍'f料〔秘) Q

年月 日 締2年ィ月z7日-鞠z年 月 日 金 額 ヶｨﾇｰｳ 円

目的 物ｿ易I治夫曇へ“準犀
使途 通行軒



様式第1－1号

侭を頭目 ｻｰﾁｷｰ 支出証拠書
｢7－｢7－｢詞一｢5TJTZ1

： （会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ．

薬理番号 4－20

決
裁 会派代表者 鰯 経理

、
謡 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調却f究費･研修費･画紘報費･頚開儒働費･会議費･資料侑戎費.解珂･事務費･顎銅漬･人{積

内 容 新聞
・
職

年月 日 令和 Z 年タ月z7
日～令和 年 月 日 金 額 7,307円

目的 県政、社会情勢に関する‘濤艮収集

使途 牟月分新聞購読料(日本経済新聞､静岡新聞）

関連性

Q

県政等の情報を収集し､政策や議会等での質問の参考にする。

く領収壽1占付枠＞

｝
1

R
i
t

r

i
I

I

I
4

1
ｼ

f

f

I

I
F

l

I

I
4

■

(霞－Wr=)
岡本

藍
ヱ

ニ
ニ
ロ

営業所第3課 区域住吉北
里 ■

7,307

二綴収いたし

様
【個人情報の取り扱いについて】

1．この領収釘に詑戯されている燭人摘溌は､当坂売所

の砿収置の発送と斫闘及びサービス品等の配送以外
には一切利用いたしません．

2.篭人柄電は当店内で琶理し､第三者に鹿供す．ることは

ありません鱈

暮らしの情報と話題をお届けします

(妹)読売新聞浜職西部鞭売所
代蔑騏締役前畑俊光

-80賑浜松市中区圏塚町4702-10TEL､053-455.2QOB

新 聞 名 部数 金 額 摘要

日本経済新聞朝

静岡新聞朝刊

１
１

4,450
2,857

2020年額絵シリーズ

ﾛﾝﾄﾞﾝ美術館の至宝

ｱﾙﾊﾞﾑ・額¥1100(税込）
注文承ります

鎮
収
印鍵

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

7,307 円

■
Ⅱ 安分星 E(b)

／

100％

犀活動善支出額(a×b)

′ 7,307 円



様式第1－4号

｢~癖喜司「零－二-万コ

使途項目 サーチキー
支出証拠書（自動車燃料代）

｢ﾗｰ｢§~｢5]－｢ﾜ~｢U~m

恥z茅4月分】 (会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 岡本護）

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に記入す

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 鰯 経理担当者 ■■

区分 前回給油願収藝占付分)A 今回(直近の)給油B 総君子f鴎佳C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行距離伽）

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行距離0Km)/総走行距離(上記c) (m)
。布当限麿割合lr士系祷令､ ・糖lⅣ雲全舘（四1×索当K目匿室ll'a､

走行距離(km) 積算方法※ 充当額（円）

ワク‘ ’ 円× ”6 km/ km /ユフク8

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名岡本護鼠

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書鐸(aノ

/シごｸｸﾙ 円

按分率(b)

／

／り”％

政務活動費支出額(a×b)

'そう〃円



月日 内 容 行程 走行蝉卿

勺， 溺静報診脅か蝿､奄聯恥 蛾 一

q■■

祁脇 ‘

仏 ぅ;鈴幸賭易仙β"靭賂 能-妻一錫也 ／＞

〃
7 雄一ヅ締ご賎易-、 ?牙

射‐芽'ィ 」

私 邦勿菊雑>‘"'雑捗多浄ィ 筒宅一 馬土 ／／

ウ 撫協瀦患 傷宅 一 謬煽駅 ． ／堅

仇 甥方 (ず雌,須計ノ 卿を 一 沸転康 r蔭ン

/〃 ク (熟勇'″タ猟創 自遙一藷ﾌ捻碇 ／ 2

-/／ 蒋月ソフ1-jp!し(久I。 '71爪

｡！

脚《を 一 島丘 ／／

/7 L]iご庁 ／度討伐調孟りた） 目宅 三 c異庁 /フグ

咋

/F=

亜堂魑互Z
薮埴へ鏑の澪

何尾 一 烏と

{身蒐 一

二

向,と

／／

／／

ﾉノ

一

診孝熊‘斎ヌ 伺え‐鈎威 』一

ムサ/，
、

ノ

甥万【調を’純リ 凋宅一 ぅ勿湖ズ ， ／＞

'f/i4 篭堪八痴凋塔(甕綱劇 能 一
け
一

壱
面 ． ／／

I

？i序 琴謬砺寵 向乞一宿透、 ろ

4ﾙﾉ7 堺庁(物抑#臓謂#） 目乞一 現方 ／ 6グ

4〃 ク 鳴芹 （調垂桝化ノ ，兇‐鮴 /"S_

巳 ■

』

合 計 ｱ'ろ



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢71~7~F]-｢D~Em
（会派名。議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本 護）

i ご利用ありがとうございます。
■
巳
■
胃
■
■
Ｆ
■
画
■
■
、
■
■
■
■
■
■
』
■
■
”
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
』
■
■
■
■
■
■
』
向
■
■
■
』
■
■
■
■
■
言
■
■
■
里
■
■
■
■
■
ｐ
■
■
●
“
■
■
目
■
■
ｐ
■
■
■
■
ｐ
■
・
■
■
Ｐ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｐ
■
■
■
■
●
■
■
■
Ｂ
目
■
■
■
■
■
■
■
■
』
■
■
■
ｂ
ｂ
■
■
■
曽
■
■
■
色
■
■
■

ご利用ありがとうございます．

二口 一畳

ゴ▼ ダ▼
4

1

～

共靭号酢

静岡

00日

融｣叫

兵松匹

30日

,

(ETCｸﾚｼ"外） (ET⑬ﾚｼﾞ外）

早理

取扱番号

101004=f

燕通行料金
※本利用罰
一＝ー一

取扱番号

101004-300101-403713

濠通行粁金胞調買硯率1o乳対畠
豪本利用証明香はETC利用黒呈
一一一一一Ⅵ ユ■一一 一

3-b
－ピ

魂
宅

です．

1
J

■ _

按分率(b)領収書金額(a) 政務活動費支出額(a×b)按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

妾窯
／

墓鍼晨壼 差
％

記入すること。

ノ

整理番号 李一

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目（趣｡研修費I蝿広報費･癖卿瀞鞭会議費･資料愉費･資測'徽入費･雛．iWf費人件費
内 容 過行洲（粥､蒻唾〃施参効
年月 日 全わ 2年 タ月j>'日-姉z年 月 日 金 額

ヂ”乞う
円

目的 導師1シ”加ｿ,”掘伝蛎班

使途 胸ｲﾁ胸「砿ノ
政務活動・

■ I

県政との

関連性

ｿ細微債ﾊ鑛弗〃う雌
’ ﾉﾗ妓恥謬弥ic"'f_土ｨ崎

』

口



様式第1－1号

使途項目 サーチキー 書支出証拠
一

牌 百尾

よる支出がある場合に

記入すること。

整理番号 鼻
『

経理担当者 ■■

7 8 0

経費項目 調蕊職賓.研修費.鰄報費.雰調誇鬮費･会議費･資料ｲ賊費･資繩鴬入費･識費･藷緬費･閃瑁

内 容 職員給与（千月分）

年月 日 令和 〕一年 チ 月／日～令和 些年テ月初日
金 額

4兎｡、
円

目的 政務活動をﾈ鋤する職員を雇用

使途
U ●

関連性

給与支払明細書

令和1年ヂ月分

氏名■■■■■

ｊ
垂
哩
、
，
ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
，
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
６
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｌ
●
０
１
１
１
９
１
１
１
１
卜
０
１
１
，
１
ｌ
１
ｊ
ｊ
１
Ｉ
ｊ
ｔ
８
Ｉ
１
１
Ⅱ
Ｉ
‐
１
１
Ｉ
ｌ
１
１
ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｏ
Ｉ
ｌ
、
。
．
１
１
、
ｒ
‐
１
６
４
１
１
１
Ｉ
Ｉ
ｑ
Ｉ
↓
！
‐
１
１
１

I

給 与 通勤手当 支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合計

差引支給額

円

乎蛾’

円
へ
″ 午夕芯

円

” ○

円

〃

円

の

円

争兇”

円

受領印

受領日

■
学月〃日

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

､

午ﾀろ”円

.按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

堅信ろ"。 円



会派様式第5号

雇用実績表
《

ヰ レ ･

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

令獅海牛月 分 氏 名 ■■■■■■ ■

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1

2 ･末 畷0ケ 發〆プ 瀕擶『ﾉZ嫁力崩吻ワ
3、 ﾉ毎

し

“ク ． “〃 ． 諺沸舟,､猫
・ ロ ／

4
【 、． ＆ ずし 『 ･し f U

5

6

7

8

9 ぐ朱 "｡ @ 午 ワ 〃

10
L ー 4 －

P T

11

12

13 ･だ 苧． 〃 凝り ・グ

14

F ■

イ ー 9 －

15 引く “ ．〃 “〃 ク

16
イ ー @

17 〃 “’ ． α0 ケ

18
イ レ

19
■

20. )4 α〃 ゴ ￥ 〃 ↑

21 掴
”

宍0
伊 【 写

と段
’

ゲ

22
〆

『

ｰ 一

U L －

23 ご采 “〃 〔』 ’ り

24
I ー イ ー

25

26

27

28

日

､2
・
郷

－－塾2-一
夕

酸0

〃

・ 7

29 ざ

、可。 ､‐
L

8

30 〆ミ
、

[』〃 Lノ
〃

･ ダノ

31
J ■ 【ー 【 ー,

計 (A) 州pヴ (B]4》〃ケ
『 『

■ 凸

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和
■ ふじの額謬努 岡本護 E鰯

{政務活動費充当計算}･･･①又は②の算式を用いてく政務活動費充当分を算出する。
①(B)
②総支灘享鰯箭孵周刷”円＝タ卓〆円



様式第1－1号

使途項目 ｻｰﾁｷー 支出証拠書
｢7T百~｢面1－mm

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ゞ ；

鑿理番号 隼－24

決
裁 会派代表者 経理責儲 廟 経理担当者 ■

経費項目

0

調却f究費･研修費･広聴広報費･鶏澗謂鋤費．会議･資龍H鱸･資i樵入費･識費･事獅漬･凧胃

内 容 職員給与（与月分）

年月 日 令和1年午月／日~令和上年7月ﾀグ
日 金額 円

目的 政務活動をﾈ鋤する職員を雇用

使途
』

政務活動．

県政との

関連性 1
給与支払明細書

令和2一年ダ月分

塁_冬－耳一

2＝＝＝＝＝＝＝

P

給与 通勤手当 支給額合計

控 除 額
一
日

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

円

る"ｸク

円
。

円

ごｸ金夕 ◎

円

ひ

円

の

円 円

』

受領印

受領日

■
ダ月夕ひ日

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

召｡” 円

9

I安分率(b)

／ ，

100％

政務活動費支出額(a×b)

らククク 円



会派様式第5号

雇用実績表
《

L o ’．－

師，漉4月 分 氏 名 ■■■■■■ 己 ●

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1

2．

3 ■

4

5

6

7

8

9

10
〆 f

11

12

13

14

15

。 ■

16

17 /盆 ユク〃 フーノヴ
P

I街；橘死そ 和裁 T彫，
18

ｰ ． ／・ 〃 「 ． ． , ノ

19

20．

21
0

22

23
Ⅱ

24 ■

25

26

27 日 ﾌｰ‘'〃 っ’〃 ル

28 g ■

、

29

30 ボ 2〃〃 Z､‐ 'ケ ゲ

31
〃 8

計 (A) （《’〃 (B) 片.′〃

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和
Q ふじの獺製与岡本 謹印⑳

{政務活動費充当計算}･･･①又は②の算式を用いてく政務活動費充当分を算出する。
①(B)
②総支職間多多'削柳円兄ﾉ

ー

”汐円
＝＝

､

ろ”彦 円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗTET51-｢5~｢5T51
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

‐

整理番号 4L-Z

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･蝿嘩蹟･雰調謂鋤費･会議費･資料I鰄費･資繩鴬入費･属調･謡弼漬･人件費

内 容 携帯電話(KDDI)使用料（イ月分）

年月 日 令和1年4月jO日へ令和 ･年 月 日 金額 ﾀ身fア 円

目的

●

政務活動上の通信用

、

■

使途 － ﾛ

関連性

■

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

”〃 円

安分量 E(b)

1／2

“ ％
U

政務活動費支出額(a×b)

j&" 円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢ﾗE一｢3~｢5~m
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー岡本護）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

轄琿番号 4-26

決
裁 会派代表者 経理責任者 鐙 経理担当者

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･霊調需鋤費･会議費･資料作成費･資料購入費･事務費･雨冒･人件費

内 容 来客用駐車場賃料 (と 月分）

年月 日 令和斗年昭0日~令和 年 月 日 金 額 3,165円

目的 政務活動用の来客駐車場の賃借

使途

政務活動．

県政との

関連性

， ン

く領収書貼付枠＞

’
r Rf
6

b

０
０

３
３

－
』

４
４

０
０

卓
』

０
０

組
騨

１
１

200

200

。’

*6,000 キン

膿込。 ＊330

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

6,330 円

按分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

3, 165 円


